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資料５

電気通信事業法の改正案について



①情報通信インフラの提供確保

上記のほか、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の業務の追加、重大事故等のおそれのある事態の報告制度の整備等を行う。

②安心・安全で信頼できる通信
サービス・ネットワークの確保

 ブロードバンドサービスについては、
契約数が年々伸び、 「整備」に加え、
「維持」の重要性も高まっている。

 新型コロナウイルス感染症対策を契
機とした社会経済活動の変化により、
テレワークや遠隔教育などのデジタル
活用の場面が増加している。

③電気通信市場を巡る動向に
応じた公正な競争環境の整備

 一定のブロードバンドサービス
を基礎的電気通信役務（ユニ
バーサルサービス）に位置付け、
不採算地域におけるブロードバン
ドサービスの安定した提供を確保
するための交付金制度を創設す
る。

 基礎的電気通信役務に該当す
るサービスには、契約約款の作
成・届出義務、業務区域での役
務提供義務等を課す。

 大規模な事業者※ が取得する
利用者情報について適正な取扱
いを義務付ける。

 事業者が利用者に関する情報を
第三者に送信させようとする場合、
利用者に確認の機会を付与する。

 情報通信技術を活用したサービスの
多様化やグローバル化に伴い、情報の
漏えい・不適正な取扱い等のリスク※が
高まる中、事業者が保有するデータの
適正な取扱いが一層必要不可欠となっ
ている。

 指定設備（携帯大手３社・NTT東・西
の設備）を用いた卸役務が他事業者に
広く提供される一方、卸料金に長年高
止まりとの指摘がなされている。

 ＮＴＴ東・西が提供する固定電話につ
いて、従来の電話交換機網からＩＰ網へ
の移行を令和３年１月に開始、令和７
年１月までの完了を予定している。

 携帯大手３社・NTT東・西の指
定設備を用いた卸役務に係る
MVNO等との協議の適正化を図る
ため、卸役務の提供義務及び料
金算定方法等の提示義務を課す。

 加入者回線の占有率（50%）を算
定する区域を都道府県から各事業
者の業務区域（例えばNTT東は東
日本、NTT西は西日本）へ見直す。

※ 国外の委託先から日本の利用者に係るデータに
アクセス可能であった事案などが挙げられる。※ デジタル田園都市国家構想の実現のためにも、

ブロードバンドの全国整備・維持が重要。

電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を図
るため、以下の措置を講ずる。

※ 大規模な検索サービスまたはＳＮＳを提供する事業
についても規律の対象とする。

1電気通信事業法の一部を改正する法律案（概要）
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IP網移行前（従来～現在） IP網移行後（令和７年１月～）

都道府県ごとに接続

電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備
（第一種指定電気通信設備制度の整備）

ＮＴＴ東日本ＮＴＴ西日本 ＮＴＴ西日本 ＮＴＴ東日本

○ 第一種指定電気通信設備制度（加入者回線を相当な規模で設置する電気通信事業者に接続約款の作成・認可・公表等を義務づける

規律）について、固定電話網のＩＰ網移行等を踏まえ、

加入者回線の占有率を算定する範囲を見直す。

（現行）都道府県 → （改正後）各事業者が加入者回線を設置する区域（例えばＮＴＴ東日本は東日本、ＮＴＴ
西日本は西日本）

※ このほか、ＮＴＴ東日本が大阪に、ＮＴＴ西日本が東京に新たに設置する設備についても、他の電気通信事業者が不可避的に利用することを

踏まえ、指定可能とする。
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（第一種指定電気通信設備との接続）
第33条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、全国の区域

を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘
案して総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気
通信設備（移動端末設備を除く。）と接続される伝送路設備のう
ち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送
路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される
都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電
気通信回線の数のうちに占める割合として総務省令で定める方
法により算定した割合が総務省令で定める割合を超えるもの及
び当該区域において当該電気通信事業者が当該伝送路設備
を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設
備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事
業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電
気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通
信設備として指定することができる。

（第一種指定電気通信設備との接続）
第33条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、全国の区域

を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘
案して総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気
通信設備（移動端末設備を除く。）と接続される伝送路設備のう
ち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送
路設備の電気通信回線の数の、当該区域内設備が設置される
都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電
気通信回線の数のうちに占める割合として総務省令で定める方
法により算定した割合が総務省令で定める割合を超えるもの及
び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として
用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設
備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事
業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電
気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通
信設備として指定することができる。

改正条文案 現行条文

黄マーカー部分：加入者回線の占有率を算定する範囲を、現行の都道府県単位から、各事業者の業務区域（例えばＮ
ＴＴ東は東日本、ＮＴＴ西は西日本）へ見直す。

緑マーカー部分：固定電話網のＩＰ網移行に伴い、接続点が東京・大阪の２か所になることにより、ＮＴＴ東日本が大阪
府、ＮＴＴ西日本が東京都に設置するゲートウェイルータ（ＩＰ音声用）を指定できるよう、規定を見直す。

3第一種指定電気通信設備制度の整備に関する改正条文案


